
第 8 号令和8年 富士見町

富士見町未熟児養育医療給付事務実施要領の一
部を改正する要領をここに公布する。

令和8年3月25日

渡　辺　　葉富士見町長

訓令



富士見町訓令第8号 

 

富士見町未熟児養育医療給付事務実施要領の一部を改正する要領 

 

 富士見町未熟児養育医療給付事務実施要領（平成25年富士見町訓令第2号)の一部を次の

ように改正する。 

 

第9条第6項中「破損し、又は忘失したと申し出があったときには、すみやかに」を「破

り、汚し、又は失ったときは、」に、「により申請させるものとする」を「を町長に提出

し再交付を受けなければならない」に改め、同条に次の1項を加える。 

8 第6項の規定により医療券の再交付を受けた受給者の保護者は、医療券の再交付を受け

た後、失った医療券を発見したときは、速やかにこれを町長に返還しなければならない。 

様式第4号を次のように改める。 
様式第４号（第６条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊医療券の有効期間は最大１歳の誕生日の前々日まで 

養  育  医  療  券 

交 付 番 号 富士見町第 ― 号 交付年月日     年  月  日 

披保険者証等の 

記号及び番号 

 

保険者等  

の名称 

 

受  療  者 
氏  名 

 

生年月日    年   月   日 男・女 

申  請  者 

氏  名 
 受療者と 

の続柄 

 

生年月日 年   月   日 

住  所 
 

指定養育医療機関 名  称 
 

医療券の有効期間     年  月  日 から   年  月  日まで 

階 層 区 分         (自己負担月額         円) 

 

 公費負担者番号 ２ ３ ２ ０ ６ 3 ２ 9  

受給者番号          

  上記のとおり決定する 

 

  年  月  日 

 

 

                       富士見町長           印 

 

  

   附 則 

この要領は、令和8年4月1日から施行する。 


